


高生産性地域輪作システム 確立のための 技術開発 ( 新規 ) 
一 土地利用型農業の 生産性向上を 目指して 一 

Ⅰ 趣 旨 

(1) 我が国の土地利用型農業は、 北海道畑作では 農業従事者が 減少してきているこ 

と 、 水田作では経営面積が 小さく生産コストが 高いこと等の 問題点を抱えている。 

(2) 今般、 「基本方針 20 ㎝」において、 担い手を対象とした 品目横断的な 施策への 

移行等についての 検討を行い、 規模拡大や多様な 担い手の育成に 重点をおくとさ 

れたところであ り、 これらの実現に 向けては、 個別の作物だけでなく、 北海道の 

畑作や各地域の 水田作における 輪作技術を見直し、 規模拡大と生産性の 向上を両 

立 する輪作体系を 確立することが 重要であ る。 

(3) このため、 本研究では、 輪作体系における 規模拡大等の 阻害要因を克服するた 

めの 作期 競合の回避、 複数作物への 汎用利用が可能な 機械の改良などの 技術開発 

を産学官が連携して 加速化するとともに、 それら技術を 核とした、 我が国の主要 

な気候・土壌条件に 対応した高生産性地域輪作システムを 確立するための 研究開 

発を実施する。 

2  内容 

(1 ) 高生産性 畑 輪作システム 確立のための 技術開発 

北海道の畑作農業経営の 規模拡大を阻害している 馬鈴しょの収穫作業と 麦の播 

種 作業の作 期 競合を回避するため、 馬鈴しょの収穫作業の 効率化を可能とする ソ 

イ ルコンディショニンバ 技術を核とした、 バランスのとれた 効率的な 畑 輪作シス 

テム を確立する。 

(2) 高生産性水田輪作システム 確立のための 技術開発 

稲 ・ ミ ・大豆を中心とした 各地域の水田経営について、 規模拡大や安定生産を 

阻害している 麦 ・大豆の作 期 競合及び水稲春作業への 作業の集中、 降雨による 麦 

大豆の播種適期の 短さ等を克服するため、 稲 ・ ミ ・大豆に対応可能で 播種 ( 移植 ) 

作業の省力化と 適期播種を可能とする 不耕起栽培技術を 核とした生産性の 高 い 水 

田輪作システムを 確立する。 

3  事業実施主体 独立行政法人、 民間、 大学、 公立試験研究機関 

4  車業実施期間 平成 1 7 年度～ 1 9 年度 

5  平成 ] 7 年度概算決定額 1 3 0 (0) 百万円 

( 担当課 : 農林水産技術会議事務局地域研究 課 ) 

  









新鮮でおいしい「フランド・ニッポン」農産物提供のための 総合研究 

一施設野菜の 高品質・周年安定生産技術の 開発 一 

Ⅰ 趣 旨 

国民の「 食 」と「 農 」への関心が 高まっている 中で、 今後は食の安全・ 安心を 

確保するとともに、 消穏 ニーズを踏まえた、 日本ならではの 食文化や地産地消の 

取組などの特色を 活かして生産される「ブランド・ニッポン」農産物を 提供する 

こと等により、 「 食 」と「 農 」を再生し、 国民の信頼を 回復していくことが 急務と 

なっている。 

このため、 麦 ・大豆・野菜等について、 消 免者等の参画により 「プランド・ ニ 

ッ ポン」農産物の 確立のための 研究方向の明確化を 図るとともに、 これを踏まえ 

て 、 栄養・機能性成分に 優れた「健康増進型農作物」や 農薬や化学肥料の 低減が 

可能な「環境負荷低減型農作物」等の 新品種皮 ぴ これらの特性を 発揮させる栽培 

・流通・加工技術を 開発し、 食料供給力 め 向上と我が国固有の「ブランド・ニッ 

ポン」農産物の 提供に資する。 

2  ウ ま 内容 

(1)  「プランド・ニッポン」農産物確立のための 技術開発戦略委員会の 設置 

消費者・実需者・ 生産者等で構成する「プランド・ニッポン」農産物確立のた 

めの技術開発戦略委員会を 設置し、 消芙 ニーズを踏まえた 新品種や栽培技術等研 

究開発の方向の 明確化を図る。 

(2) 消 英二一 ズを 踏まえた新品種の 開発 

DNA マーカー選抜技術や 微 且 成分分析技術等革新的技術を 用いて、 「健康 増 

造型農作物」や「環境負荷低減型農作物」等の 新品種を開発する。 

(3) 新品種の能力を 最大限発揮させる 栽培技術等の 開発 

新品種の持っ 品質や機能性などを 最大限発揮させる 栽培・流通・ 加工技術を 

開発する。 

なお、 1 7 年度から、 施設 内 環境制御技術、 施設 内 空間高度利用技術など、 

施設野菜に関する 商品質・周年安定生産技術の 開発を新たに 実施する。 

3  ウま実 担 主体 独立行政法人、 民間、 大学、 公立試験研究機関 

4  ヰ 集実簾期向 平成 1 5 年度～ 1 7 年度 (3 年間 ) 

5  平成 ] T 年度 俺年 決定額 1,0 8 8 (1,0 9 6) 百万円 
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